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20年度決算 
町長から行政報告をします 
町職員給与等を公表します 
まちの話題 
働くお父さんお母さんをサポートします 
子育て応援特別手当に関するお知らせ・広報サロン 
けんこうeメール・年金Ｑ＆Ａ 
ふるさと浪江会（仮称）会員募集 
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歳　出
70億6,827万4千円

民生費
15億2,455万8千円
前年度比　4.9%

総務費
12億2,725万5千円
前年度比　2.7%

教育費
6億7,933万6千円
前年度比　△9.3%

農林水産業費
7億3,628万8千円
前年度比　△6.2%

土木費
7億3,042万7千円
前年度比　1.4%

消防費
4億941万8千円
前年度比　9.1%

衛生費
4億9,335万9千円
前年度比　△1.0%

商工費
1億7,251万8千円
前年度比　△0.4%

その他
1億5,642万4千円
前年度比　△10.2%

公債費
9億3,869万1千円
前年度比　9.0%

町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
ら
れ
た
税
金
が
、
何
に
ど
れ
く

ら
い
使
わ
れ
た
の
か
、
20
年
度
の
決
算
の
あ
ら
ま
し
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
た
、
20
年
度
は
一
般
会
計
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の

会
計
で
黒
字
決
算
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
次
年
度
予
算
の
歳
入
と
な
り
、
有
効
活
用
し
て
い

き
ま
す
。

20年度

決算
20.820.8％21.6％

17.417.4％

9.69.6％10.310.3％

10.410.4％

7.07.0％

5.85.8％
2.42.4％
2.22.2％ 13.313.3％

17.4％

9.6％10.3％

10.4％

7.0％

5.8％
2.4％
2.2％ 13.3％

◆繰越金　7億7,555万8千円
（うち翌年度へ繰越べき財源　4億8,451万8千円）

●定額給付金事業　　　3億5,924万9千円 
●子育て応援交付事業　　1,149万2千円 
●緊急経済対策事業　　1億1,377万7千円
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歳　入
78億4,383万2千円

自主財源

依存財源

町　税　20億9,679万6千円
　　　　　前年度比　2.0%

町税内訳

　合　計　　20億9,679万6千円

＊自主財源…皆さんに納めていただいている町税など、
　　　　　　町で調達できる財源です。

＊依存財源…地方交付税や町債など、国・県などに依存
　　　　　　している財源です。

地方譲与税等
4億2,759万1千円
前年度比　△4.5%

町債
4億186万5千円
前年度比　20.5%

県支出金
7億4,266万3千円
前年度比　13.1%

国庫支出金
6億9,180万4千円
前年度比　281.0%

地方交付税
24億7,407万1千円
前年度比　4.6%

その他　10億904万2千円
　　　　　前年度比　△7.5%

町　民　税
固定資産税
市町村たばこ税
そ　の　他

9億34万1千円
9億8,340万1千円
1億6,963万9千円

4,341万5千円

4億178万円
2億6,954万5千円
1億4,627万4千円
8,460万9千円
7,516万円

3,167万4千円

その他の内訳
繰　入　金
諸　収　入
繰　越　金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
財産収入・寄附金

26.726.7％

12.912.9％

5.55.5％
5.15.1％

9.59.5％

8.88.8％

31.531.5％

26.7％

12.9％

5.5％
5.1％

9.5％

8.8％

31.5％

自主財源
39.6％依存財源

60.4％
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町の将来負担しなければならないものには、これまで事業を実施するに当たって借り入
れた「地方債」と「債務負担行為」があります。

20年度における健全化判断比率および資金不足比率は、すべて基準値内となりました。
なお、いずれかの指標比率が、早期健全化基準または財政再生基準を超えると、健全化計
画等を策定し、国・県の指導の下、財政の健全化に努めることになります。

財政健全化判断比率および
公営企業資金不足比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項および第22条第１項の規定によ
り、平成20年度の健全化判断比率および資金不足比率を公表します。

町が将来、財政負担するもの

◆地　方　債
　いわゆる借金です。大規模な事業を
行う際に借り入れをし、20年から30年
の期間で返済していきます。
◆債務負担行為
　借金に類似するもので、将来負担す
る義務を法律に基づき約束したものです。
浪江町における債務負担行為は、大柿
ダム建設に係る地元負担金が大きく占
めています。この事業は、国営事業負
担金については平成25年まで（年３億
円程度）、県営事業負担金については平
成39年まで（年４千万円程度）負担する
ことになっています。

上記２つの残高は、右のグラフのとおり
年々減少していますが、反面、普通交付税
など歳入面、積立基金残高も減少しており、
厳しい財政状況が続いています。
今後も事業の見直しや行政改革を積極的
に行い、新規の借り入れを極力抑え、健全
な財政運営に努めます。

◆実質赤字比率
一般会計を対象とした実質赤
字の比率
◆連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字
の比率
◆実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償
還金および準元利償還金の比
率
◆将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき
実質的な負債の比率
◆資金不足比率
公営企業会計ごとの資金の不
足額の比率

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

地方債残高　　債務負担行為残高

※このグラフは、一般会計に係るものです。

◆地方債と債務負担行為残高の推移（単位：百万円）

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

普通交付税　　主要積立基金残高

◆普通交付税と主要積立金残高の推移（単位：百万円）

１　実 質 赤 字 比 率
２　連結実質赤字比率
３　実質公債費比率
４　将 来 負 担 比 率
５　資 金 不 足 比 率
　①公共下水道事業
　②農業集落排水事業
　③工業団地造成事業

－
－

　19.6%
109.5%

－
－
－

　15.0%
　20.0%
　25.0%
350.0%

　20.0%

20.0%
40.0%
35.0%

項　　目 早期健全化
基　準比率 財政再生

基　準

※注1　実質赤字比率と連結実質赤字比率については、翌年度財源
　　　の繰上充用や支払遅延等がなかったため該当しません。
※注2　公営企業における資金不足比率はすべての公営企業会計に
　　　おいて該当がありません。

）

）
※注2

※注1

7,087 7,087 

7,009 7,009 

6,919 6,919 

6,530 6,530 

6,1166,116

7,087 

7,009 

6,919 

6,530 

6,116

2,7662,766

2,4142,414

2,0762,076

1,7591,759

1,4581,458

2,766

2,414

2,076

1,759

1,458

2,402 2,402 

2,386 2,386 

2,328 2,328 

2,185 2,185 

2,2912,291

1,8621,862

1,8311,831

1,7621,762

1,6231,623

1,5631,563

2,402 

2,386 

2,328 

2,185 

2,291

1,862

1,831

1,762

1,623

1,563
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予算執行状況予算執行状況をお知らせしまらせします予算執行状況をお知らせします
2121年度上半期年度上半期21年度上半期
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一般会計補正予算 

水道事業会計補正予算 
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町長の交際費を
公開します
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町長から
行政報告行政報告をしますをします

町長から
行政報告行政報告をしますをします

町長から
行政報告をします

平成平成21年9月　第8回浪江町議会定例会回浪江町議会定例会平成21年9月　第8回浪江町議会定例会
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町職員給与等を公表します
町職員の給与は、国や県の制度に準じながら、町の財政状況などを考慮し、町議会の議決を経て条例
で定めています。 
町政への一層のご理解をいただくために、町職員の給与や職員数の状況を皆さんにお知らせします。
なお、ここに用いている数値は、「平成21年地方公務員給与実態調査」「平成21年地方公共団体定員
管理調査」および「平成20年度浪江町歳入歳出決算書」などを基にしたものです。また、給与や職
員数などの人事行政を国家公務員や類似団体と比較したものは、町ホームページに掲載します。
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最優秀
作品紹介

第27回　少年の主張
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　皆さんの身の回りにある楽しい話題、変
わった話題などの情報を募集しています。

総務課秘書広報係　 　34－0239

東　　　　　　　　集結集結
　９月12日、13日の２日間、青森県黒石市において「や

きそばサミットin黒石2009」が開催され、浪江焼麺太国

が出店しました。

　サミットは、黒石つゆやきそば（青森県黒石市）のやき

そばのまち黒石会主催で行われ、横手やきそば（秋田県横

手市）、石巻茶色いやきそば（宮城県石巻市）、なみえ焼き

そばが一堂に会し、“東北４大焼きそば”をアピールしま

した。

　会場では、なみえ焼きそば音頭も披露され、焼きそばを

求める多くの方々でにぎわいました。

東北の４大やきそば集結

おんならしさ
　　　　おとこらしさ
９月５日、ふれあいセンターなみえにおいて、男女共同

参画講演会が開かれました。

福島学院大学准教授の梅宮れいか氏が講師を務め、“ど

うしてできるの「おんならしさ」「おとこらしさ」と題し、

講演を行いました。

会場には約70名の方が訪れ、興味深い話に、耳を傾けて

いました。

豊な長寿社会
　９月３日、サンシャイン浪江において、第38回高齢者福祉

大会が開かれました。大会では、クラブ活動で功績のあった

団体や個人が表彰されたほか、金婚夫婦55組が祝福され、表

彰状と記念品が贈られました。

　式典後は、会員らが舞踊や歌謡曲などを披露し、大会を盛

り上げました。

�������������������



東 集結

　９月６日、浪江町で福島県沖を震源とした震

度５強の地震が発生したと想定し、南棚塩地区、

請戸地区、中浜地区、両竹地区を中心として、

総合防災訓練が実施されました。

　関係機関、一般町民など約300名が参加し、

災害に備え避難訓練や救出搬送訓練、救急救命

訓練など、12項目の訓練を行いました。

災害に備えて

おいしくできました

公開シンポジウム
９月12日、ふれあいセンターなみえにおいて、東北学院大

学アジア流域文化研究所主催による公開シンポジウムが開催

されました。

約80名が参加し、「東廻り航路における請戸港の位置付け

―内陸をつなぐ物流拠点として―」と題し、標葉氏の歴史や

江戸時代の大堀相馬焼の流通状況などの講義が行われました。

　８月27日、コスモス保育園年長組の子どもたちが、保

育園で育てた野菜を使って、カレー作りに挑戦しました。

　先生方の補助を受けながら一生懸命に作ったカレーを、

みんなでおいしくいただきました。
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年
度
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・
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集
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す
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希
望
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れ
る
方
は
、
各
保
育
所
・
幼
稚
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に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
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　3つの原則「有償」「非営
利」「会員制」をもとに、地
域の中で可能な子育ての援
助活動を支援することを目
的として、10月から活動が
始まります。

10月から活動を開始します月から活動を開始します10月から活動を開始します
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子
育
子
育
て
応
援
特
別
手
当

応
援
特
別
手
当
に
 

関
す
る
す
る
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

子
育
て
応
援
特
別
手
当
に
 

関
す
る
お
知
ら
せ

平成21年度版

子育て・健康増進課 
子育て支援係
34－4593
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サ
ロ
ン

報
広

町
づ
く
り
は
皆
さ
ん
の
声
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

皆
さ
ん
の
声
で
つ
く
る
広
報
な
み
え
に

皆
さ
ん
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

にあり

まちの元気は

ひと

山田　秀頼　さん
（大　堀）

人
と
の

出
会
い
を
大
切
に
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今
ま
で
ご
使
用
い
た
だ
い
た
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
（
以
下
、
被
保
険

者
証
）
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
資
格
証
明
書
（
以
下
、
資
格
証
明
書
）

は
、
９
月
30
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
て

い
ま
す
。
10
月
１
日
か
ら
は
、
９
月
末

に
郵
送
さ
れ
た
新
し
い
被
保
険
者
証
お

よ
び
資
格
証
明
書
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
ま
だ
お
手
元
に
届
か
な
い
場

合
は
、
お
手
数
で
す
が
窓
口
で
交
付
の

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は
、

役
場
保
険
福
祉
課
国
保
係
、
ま
た
は
津

島
支
所
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
保
を
支
え
て
い
る
の
は
、
皆
さ
ん

が
納
め
て
い
る
国
保
税
で
す
。
 

　
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

問TEL
保
険
福
祉
課
　

国
保
係

34-

０
２
２
５

国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の

皆
さ
ん
へ

10
月
か
ら
、
保
険
証
が

新
し
く
な
り
ま
す
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インフルエンザが流行しています。
今後流行の拡大が予想されますので、
感染予防に取り組みましょう。

新型インフル 
　　　エンザ情報

　子育　子育て・健康増進課健康増進課　健康係　　健康係　　34－45814581　子育て健康増進課　健康係　　34－4581問 TEL

①手洗い、うがいを頻回に行いましょう。特に、

　手洗いはせっけんを使って丁寧に行いましょう。

②なるべく外出は控え、人ごみを避けましょう。

　人ごみではマスクをつけましょう。

③睡眠・休養・栄養を十分にとりましょう。

④咳やくしゃみが出るときは、マスクをつけましょ

　う。咳やくしゃみをする場合は、できるだけ人

　から離れ、人のいない方に顔を向けましょう。

⑤発熱や咳などがあるときは、早めに受診しましょう。

⑥受診する場合は、直接受診せず、かかりつけ医

　に電話をして受診のしかたを聞いてください。

　受診するときは、必ずマスクをつけてください。

⑦インフルエンザにかかると重症化する危険性が

　高いとされる人は、特に気をつけてください。

　◎重症化する危険性が高いといわれている方
　・妊婦、乳幼児、高齢者の方

　・呼吸器、心臓、腎臓、糖尿病などの病気を持

　　たれている方

　・そのほか、免疫機能低下が予想される病気を持っ

　　ている方

⑧新型インフルエンザにかかったら、医師の指示

　に従うとともに、できるだけ外出を控えましょう。

新型インフルエンザ　　　　 
　　　予防のための８か条
～うつさず、うつらず、早め早めの受診～

新型インフルエンザに関する 
相談窓口

（平日8：30～17：30）

相双保健福祉事務所　　0244－26－1332問 TEL

今年度から町立幼稚園は、午後3時まで預

けることができるようになったと聞いて、

うれしく思います。しかし、午後3時まででは、

中途半端な時間帯ではないでしょうか？

せめて、午後6時まで預かってもらえたら、安心

して迎えに行くことができると思います。幼稚園

が無理であるならば、午後3時以降は児童クラブ

で見るという手段も、考え得ることと思います。

ご検討いただきますよう、お願いします。

町立幼稚園の保育時間は、午前8時から午

後1時30分までとなっていますが、保護

者など家庭の都合によっては、午後3時まで延長

保育を利用できます。多少説明は硬くなりますが、

幼稚園は義務教育およびその後の教育の基礎を培

うものとして、幼児を保育し、健やかな成長にふ

さわしい環境を与えて、子どもの心と体の発達を

手助けすることが目的です。従って、お尋ねのよ

うに、お父さん、お母さんの仕事の関係上、夕方

6時ごろまでの保育となると、浪江町の場合は、

保育所に預けることになります。また、放課後児

童クラブの利用対象者は、小学生になります。

ご期待にこたえることができず申し訳ありません

が、ご理解をお願いします。

保育所は、保護者の就労などにより、保育に欠ける乳児または幼児童などを保育する児童福祉施設です。参考
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　子育て・健康増進課　健康係　　34－4581

住民生活課住民係
　 34－0230TEL

年金

　「ねんきん定期便」は、被保険者のこれまでの保
険料納付の実績や、将来受け取る年金額の見込み
など、一人ひとりの年金に関する情報を定期的に
お知らせし、ご確認いただくとともに年金制度へ
の理解を深めていただくのが目的です。
　「ねんきん特別便」および「ねんきん定期便」に記
載された年金加入期間以外にも、年金に加入した
期間がある方は、ぜひこの機会にご相談ください。

現役加入者の皆さまに現役加入者の皆さまに 
「ねんきん定期便ねんきん定期便」が 
誕生月に届きます誕生月に届きます

現役加入者の皆さまに現役加入者の皆さまに 
「ねんきん定期便ねんきん定期便」が 
誕生月に届きます誕生月に届きます

現役加入者の皆さまに 
「ねんきん定期便」が 
誕生月に届きます

　持参するもの
・「ねんきん特別便」または「ねんきん定期便」

・本人の年金手帳

・年金手帳を持参できない場合は、運転免許証や健

　康保険証など身分を証明できるもの。

・代理の方が、相談される場合は、委任状（任意の

　様式）が必要。

　対象者
①「ねんきん特別便」および「ねんきん定期便」が送付

　された方

②年金記録の確認を希望される方 

　相談時間
　午前９時から12時まで

　午後１時から５時まで

＜社会保険労務士による相談日程＞
月　　日

10　月
8日（木） 第１行政相談室

第１行政相談室

第２行政相談室22日（木）

12日（木）

26日（木）

10日（木）

25日（金）

11　月

12　月

会　　場

◆
出
産
費
用
が
42
万
円
を
超
え
た
場
合
は

　
↓
差
額
分
を
退
院
時
に
病
院
な
ど
に
お

　
　
支
払
い
く
だ
さ
い
。

◆
出
産
費
用
が
42
万
円
未
満
の
場
合
は�

　
↓
差
額
分
を
国
保
に
請
求
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
ま
す
。（
病
院
な
ど
か
ら
交
付
さ

　
　
れ
た
明
細
書
な
ど
を
提
出
し
て
く
だ

　
　
さ
い
。）

◆
直
接
支
払
い
を
希
望
し
な
い
場
合�

　
↓
出
産
後
に
国
保
か
ら
受
け
取
る
従
来

　
　
の
方
法
を
ご
利
用
で
き
ま
す
。
出
産

　
　
費
用
を
退
院
時
に
ご
自
身
で
お
支
払

　
　
い
し
、国
保
の
窓
口
で
請
求
す
る
こ
と

　
　
に
な
り
ま
す
。

︻
注　

意
︼

　
こ
の
措
置
は
、21
年
10
月
１
日
か
ら
23
年

３
月
31
日
ま
で
の
暫
定
措
置
で
す
。

出産育児�
一時金が�
変わります
安心して子どもを出産できる
環境を整備するという観点か
ら、10月１日以降出産育児一
時金が変わります。

保険福祉課 国保係 
34－0225

問
TEL

その１その2

支
給
額
が
変
わ
り
ま
す

直
接
支
払
制
度
が�

実
施
さ
れ
ま
す

　
か
か
っ
た
出
産
費
用
に
出
産

育
児
一
時
金
を
充
て
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、原
則
と
し
て
国
保

か
ら
出
産
育
児
一
時
金
が
病
院

な
ど
に
直
接
支
払
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　
今
後
は
42
万
円
の
範
囲
内
で
、

ま
と
ま
っ
た
出
産
費
用
を
事
前

に
用
意
し
な
く
て
も
よ
く
な
り

ま
す
。 38万円

↓
42万円

４万円 
引き上げ
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町
で
は
、東
京
近
辺
に
お
住
ま
い
の
浪
江
町
出
身
者
と
そ
の
家

町
で
は
、東
京
近
辺
に
お
住
ま
い
の
浪
江
町
出
身
者
と
そ
の
家

族
お
よ
び
賛
同
者
を
対
象
に
、（
仮
称
）「
ふ
る
さ
と
浪
江
会
」を

族
お
よ
び
賛
同
者
を
対
象
に
、（
仮
称
）「
ふ
る
さ
と
浪
江
会
」を

設
立
す
る
た
め
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

設
立
す
る
た
め
準
備
を
し
て
い
ま
す
。 

家
族
や
親
族
、知
り
合
い
の
方
で
、東
京
近
辺
に
お
住
ま
い
の

家
族
や
親
族
、知
り
合
い
の
方
で
、東
京
近
辺
に
お
住
ま
い
の

浪
江
町
出
身
者
、ふ
る
さ
と
会
の
趣
旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
け
る

浪
江
町
出
身
者
、ふ
る
さ
と
会
の
趣
旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
け
る

方
を
ご
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。

方
を
ご
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
趣
　
旨

◆
趣
　
旨
 

　
本
会
は
、東
京
近
辺
に
在
住
す
る

本
会
は
、東
京
近
辺
に
在
住
す
る

浪
江
町
を
ふ
る
さ
と
と
す
る
方
、な

浪
江
町
を
ふ
る
さ
と
と
す
る
方
、な

ら
び
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方
で
組
織
し
、

ら
び
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方
で
組
織
し
、

「
ふ
る
さ
と
浪
江
」の
ま
ち
づ
く
り

「
ふ
る
さ
と
浪
江
」の
ま
ち
づ
く
り

な
ど
に
対
し
、ご
意
見
、ご
提
言
を
行
っ

な
ど
に
対
し
、ご
意
見
、ご
提
言
を
行
っ

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、会
員
相
互

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、会
員
相
互

の
情
報
交
換
や
親
睦
交
流
を
図
り

の
情
報
交
換
や
親
睦
交
流
を
図
り

な
が
ら
、ふ
る
さ
と
の
絆
を
一
層
深

な
が
ら
、ふ
る
さ
と
の
絆
を
一
層
深

め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

ま
す
。

ま
す
。

◆
趣
　
旨
 

　
本
会
は
、東
京
近
辺
に
在
住
す
る

浪
江
町
を
ふ
る
さ
と
と
す
る
方
、な

ら
び
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方
で
組
織
し
、

「
ふ
る
さ
と
浪
江
」の
ま
ち
づ
く
り

な
ど
に
対
し
、ご
意
見
、ご
提
言
を
行
っ

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、会
員
相
互

の
情
報
交
換
や
親
睦
交
流
を
図
り

な
が
ら
、ふ
る
さ
と
の
絆
を
一
層
深

め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

ま
す
。

◆
紹
介
し
て
い
た
だ
け
る
方
が
あ

　
る
場
合
は
、
出
身
地
区
・
氏
名
・

　
住
所
な
ど
を
ご
記
入
の
上
、
下

　
記
申
込
書
を
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

　
た
は
メ
ー
ル
な
ど
で
お
申
し
込

　
み
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
方

　
に
は
、
町
か
ら
あ
ら
た
め
て
入

　
会
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。
 

・
活
動
詳
細
に
つ
い
て
は
、
平
成

　
22
年
2
月
開
催
予
定
の
「
設
立

　
総
会
」に
て
決
定
し
ま
す
。

町
で
は
、東
京
近
辺
に
お
住
ま
い
の
浪
江
町
出
身
者
と
そ
の
家

族
お
よ
び
賛
同
者
を
対
象
に
、（
仮
称
）「
ふ
る
さ
と
浪
江
会
」を

設
立
す
る
た
め
準
備
を
し
て
い
ま
す
。 

家
族
や
親
族
、知
り
合
い
の
方
で
、東
京
近
辺
に
お
住
ま
い
の

浪
江
町
出
身
者
、ふ
る
さ
と
会
の
趣
旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
け
る

方
を
ご
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。

︵
仮
称
︶

︵
仮
称
︶﹁
ふ
る
さ
と
浪
江
会
﹂

ふ
る
さ
と
浪
江
会
﹂

　
　
　
　
　
　
　

会

　
　
　
　
　
　
　

会
員
を
募
集
募
集

︵
仮
称
︶﹁
ふ
る
さ
と
浪
江
会
﹂

　
　
　
　
　
　
　

会
員
を
募
集

　
　
　
〒
9
7
9-

1
5
9
2
 

浪
江
町
大
字
幾
世
橋
字
六
反
田
７-

２

企
画
調
整
課

　
34-

2
1
1
1
　
　
35-

5
3
5
2
 

　k
ik
a
k
u
@
to
w
n
.n
a
m
ie
.lg
.jp
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美
し
い
ま
ち
を

　
　
　

未

　

未
来来
の
た
の
た
めめ
にに

か
け
が

農
地
や
農
業
用
水
は
、
農
業
生
産
の
役
割
だ
け
で
な
く
、
か

え
の
な
い
私
た
ち
み
ん
な
の
大
切
な
財
産
で
す
。

そ
ん
な
資
源
を
支
え
て
き
た
の
は
﹁
地
域
共
同
の
活
動
﹂
。

魅
力
を

地
域
の
共
同
活
動
に
み
ん
な
で
参
加
し
、
美
し
い
ま
ち
の
魅

次
世
代
に
伝
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

荒れ地にも生き
優しい姿で、町
民の優しく力強
く生きることを
願うとともに、
秩序と調和のあ
る町を象徴して
います。

町の花『コスモス』
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県
道
い
わ
き
・
浪
江
線

↓
大
堀

国道114号線

コスモス

室原駐在所

消防屯所

→国道 
　６号福島←
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図
書
館

図
書
館

図
書
館 

図
書
館 
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　終戦の2年後の1947（昭和22）年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこちに残

っているとき、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・取

次会社・書店と図書館が力をあわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になり、

第1回「読書週間」が開かれました。第1回「読書週間」は11月17日から23日で

した。これはアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」が11月16日から1

週間であるのにならったものです。各地で講演会や本に関する展示会が開かれた

り、読書運動を紹介する番組が作られました。いまの10月27日から11月9日（文

化の日をはさんで2週間）になったのは、第2回からです。

　それから60年が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は世界のなかでも

特に「本を読む国民」の国となりました。今年の秋、あなたにとって素敵な本と

出会ってみませんか。お薦めの本を展示していますので、ご利用ください。

2009　第63回「読書週間」
標語「思わず夢中になりました」　　期間　10月27日〜11月9日
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１　餌付けになるようなことはしない
・生ゴミや野菜クズを農地や山際に捨てない。

・収穫の終わった野菜、果樹などを畑に残さない。

・柿などの果樹は未収穫にしない。

・人家やお墓の周辺に餌となるものを放置しない。

２　根気よく学習させる
・さるは学習能力が高いといわれているので、花

　火や威嚇音で根気よく追いはらう。

・道路脇にさるがいたら、車をとめて降りてみる。

・人間の住環境は「怖いところ」だと根気よく学

　習させる。

◆町内に3つの群れを確認しています。
①山麓線群（仮称）…いわき浪江線、相馬浪江線よ
　り西側で、北は小高川房、南は高瀬川までを約

　50頭くらいで移動しながら生息しています。

②大柿群…北は昼曽根発電所付近、南は小伝谷地
　区（K尾村も含む）で県道浪江三春線を中心に約

　40頭で移動しながら生息しています。

③昼曽根群…国道114号を中心に西は赤宇木椚平、
　東は昼曽根地区を約40頭くらいで移動しながら

　生息しています。

イノシシイノシシ・さるの被害が多発さるの被害が多発イノシシ・さるの被害が多発
大切な農作物を防止対策ポイントを参考に、イノシシ・さるから守りましょう。大切な農作物を防止対策ポイントを参考に、イノシシ・さるから守りましょう。大切な農作物を防止対策ポイントを参考に、イノシシ・さるから守りましょう。

イノシシ対策ポイント さる対策ポイント
１　餌付けになるようなことはしない
・生ゴミや野菜クズを農地や山際に捨てない。

・収穫の終わった野菜、果樹などを畑に残さない。

・柿などの果樹は未収穫にしない。

・人家やお墓の周辺に餌となるものを放置しない。

２　農地にイノシシを近づけない
・耕作放棄地を解消する。

・山と農地の境目の茂みを伐採して、見通しを良

　くする。

・農地の見回りはできるだけ山際の道を通り、警

　戒心の強いイノシシに「ひと」を意識させる。

・風鈴などのかすかな音に警戒する。

３　農地を囲んで侵入を防ぐ
・電気柵、波板トタン、ネット柵、ワイヤーメッ

　シュなど。（町助成制度があります。　産業振

　興課　　34－0249）

住民生活課生活環境係
34－0228
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TEL農業委員会　　　34－0250問

農業者年金は国の政策年金ですので、税制上の優遇措

置のほかに、農業の担い手の育成・支援のために、認定

農業者で青色申告者、家族経営協定を締結し経営に参画

している配偶者または後継者など一定の要件を満たす方

には、月額最高１万円の保険料の国庫補助があります。

国庫補助を受けることができる期間は、35歳未満は

要件を満たすすべての期間、35歳以上は10年間を限度に、

通算して最長20年間（最高216万円）となっています。

国庫補助金とその運用益は個人ごとに積み立てられ、将

来、農業経営から引退（農地などの経営継承）すれば、

原則65歳から特例付加年金として受給できます。なお、

この農地などの経営継承の時期は、例えは65歳までと

いう年齢制限はありません。

農業の担い手には何か特別な 
支援がありますか？

農業者の担い手には 
保険料の国庫補助あり！A

農業者年金には、次の条件すべてに該当
する方なら、どなたでも加入できます。
①国民年金の第1号被保険者
②年間60日以上農業に従事している方
③60歳未満の方
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陶板に絵の具・クレヨンで自由に「浪江の風景」
を描いてみませんか。 
　焼きあがった陶板はコンテストを行い表彰します。
また、絵付けした陶板は陶芸の杜に併設する「登り窯」
の壁に貼付されます。 
注）事前に申し込みが必要です。焼きあがった陶板
　は持ち帰りできません。
参加条件　小学生以上の方
絵付け体験日
平成21年10月25日（日）・11月22日（日）・
12月13日（日）・平成22年1月24日（日）
いずれも午前10時開始
場所　陶芸の杜おおぼり
参加料金 
　陶板（30cm×30cm）1枚につき　1,000円
申込締め切り日
平成22年1月23日（土）
※85名になり次第締め切ります。
コンテスト審査会
平成22年2月22日（月）
大賞1点　10,000円相当の賞品
優秀賞5点　5,000円相当の賞品
理事長賞2点　3,000円相当の賞品
陶板貼付作業
平成22年3月上旬
優秀作品表彰式および貼付完成式典
平成22年3月14日（日）
　・　陶芸の杜おおぼり（大堀相馬焼協同組合）
　35－4917　　35－4927

　美術の振興と情操を豊かにし、町の文化の向上を
目指すため、第27回浪江町総合美術展を開催します。
 広く皆さんの作品を募集していますので、ぜひご
応募ください。
 日　時　11月１日（日）～３日（火）
 会　場　サンシャイン浪江
　参加資格
 ● 浪江町民の方
 ● 浪江町芸術文化団体連絡協議会に加盟している
　　団体の会員、または浪江町に通勤、通学（高校生）
　　している方
 申込期限　10月5日（月）
　・　ふれあいセンターなみえ内　生涯学習課
　 34－2444

第27回
浪江町総合美術展

TEL

▲
▲
▲

▲

問申

TEL FAX
問申

10 月29 日（日）は
マリンパークの日
10 月29 日（日）は
マリンパークの日

第2回　陶板に描く
「浪江の風景」

日時　11月8日（日）小雨決行 
　・ふれあいセンターなみえ集合 
　　出発　午前8時（バス利用者のみ） 
　・つしま活性化センター集合 
　　出発　午前7時30分（バス利用者のみ） 
　畑川集会所　開会式　午前9時 
　場所　高瀬川渓谷　畑川（三程林道入口）～行司ケ滝
対象者　一般町民（小学生３年生以下は保護者同伴）
参加費　無料
準備物　おにぎり、水筒、雨具など 
　　　　　（豚汁は事務局で準備します。）
募集期間　10月1日（木）から30日（金）まで
※土・日、祝日を除く　8時30分から17時30分まで
申し込み方法
浪江町中央公民館または津島公民館に、申込書を
添えてお申し込みください。

　ふれあいセンターなみえ内浪江町中央公民館
　34－2444TEL

FAX

問

TEL
e

問

町民ふれあいハイキング
〜紅葉期の高瀬川渓谷体感と芋煮会〜

浪江町国際交流協会では、国際理解を深めるとと
もに、さまざまな文化が共生できる社会を目指して、
国際理解講座を開催しています。
今回は、英国の収穫祭「ハロウィン」を取り上げ、
英国文化について学習します。

日時　10月24日（土）午前10時から
場所　ふれあいセンターなみえ 
　　　　１階多目的ホール・調理室

参加対象
浪江町に住所のある方 
　（小学4年生以下は保護者同伴）

内容　ハロウィンについての学習体験
参加費　一人　500円 
　　　　　（当日、受付にてお支払いください。）

持参物　エプロン、三角巾
募集定員　20名（先着順）
申し込み方法
氏名・住所・連絡先・年齢・性別をご記入の上、
事務局へ直接お持ちいただくか、郵送、FAXまたは
メールでお申し込みください。

申込締め切り日　10月13日（火）
　〒979－1592　浪江町大字幾世橋字六反田7－2
　浪江町国際交流協会事務局（企画調整課内）
　34－0246　　　35－5352
　kikaku@town.namie.lg.jp

国際理解講座
〜ハロウィン（英国文化）〜
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10 月29 日（日）は
マリンパークの日
10 月29 日（日）は
マリンパークの日
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TEL
　
　
建
設
課
都
市
計
画
高
速
係 

34-

０
２
４
２

問

申

備
え
て

木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事
業 

診
断
希
望
者
募
集
中

平
成
17
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
浪
江
町
木
造
住

宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事
業
」
は
、
地
震
に
強
い
安
全

な
町
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
国
と
県
の
支
援
を
受
け

て
耐
震
診
断
者
（
耐
震
診
断
を
行
う
建
築
士
な
ど
）

を
町
が
派
遣
す
る
事
業
で
す
。

▼
対
象
と
な
る
木
造
住
宅

①
所
有
者
が
現
在
入
居
し
て
い
る
住
宅

②
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
戸
建
木
造
住
宅

③
在
来
軸
組
工
法
、
伝
統
的
工
法
、
枠
組
壁
工
法
な
ど
に
よ

　
る
木
造
3
階
建
て
以
下
の
住
宅 

▼
申
し
込
み
方
法

　
浪
江
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
申
込
書
を
記
入
の
う

え
、
次
の
書
類
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

①
付
近
見
取
図
　
②
建
築
平
面
図

③
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

　
資
料（
建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
な
ど
） 

▼
申
込
者
の
自
己
負
担
金

　
一
診
断
に
つ
き
6
、０
０
０
円

※
費
用
は
耐
震
診
断
を
実
施
後
、
診
断
者
へ
直
接
お
支
払
い

　
た
だ
き
ま
す
。 

▼
申
込
期
限 

　
10
月
30
日
（金）
　
今
年
度
対
象
戸
数
は
、5
戸
の
予
定
で
す
。

平成21年度「原子力を考える」事業

★小中学生の絵画・書道展
☆原子力センターコーナー
★エネルギーチャレンジラリー
　エネルギーについての各チャレンジコーナーを
　体験しよう。
☆体験！ロボット広場
　二足歩行のロボットの操作を体験してみよう。 
　サッカーや相撲の実演もあるよ。

★チャレンジ！人力エネルギー
　いろいろな人力発電にチャレンジして、電気を
　作る大変さを体験してみよう。
☆模擬店・地元団体コーナー　あったかい豚汁を
　ご賞味ください。（12時から先着500食）
★広報協会ＰＲコーナー
☆大野病院コーナー
　血圧・体脂肪測定や健康相談を行います。

10月25日（日）
　10時～15時30分

日時 福島県原子力センター
（双葉郡大熊町）場所

早稲田大学の大槻義彦名誉
教授が、「理科・科学好き
の子どもに育てるための4
ヶ条」と題して講演

劇場版仮面ライダーディケイド 
「オールライダー対大ショッカー」
銀幕版侍戦隊シンケンジャー 
「天下分け目の戦」

米村でんじろう先生の弟子
「ゆう先生」による不思議
でおもしろい実験

高校生の作文発表と早稲田大学
名誉教授の大槻義彦さん、テレ
ビユー福島の杉浦さんとの意見
交換会です。

（財）福島県原子力広報協会では、10月25日（日）に～エネルギーチャレンジフェスタ～
を開催します。入場は無料ですので、ご家族やお友達と一緒に遊びに来てください。

科学講演

科学実験ショー

アトムシアターと館内見学会

意見交換会＆作文発表

（財）
福
島
県
原
子
力
広
報
協
会 

32-

3
7
3
4

住
所
〒
9
7
9-

1
3
0
8
大
熊
町
大
字
下
野
上
字
大
野
1
9
9

浪
江
町
役
場
企
画
調
整
課
企
画
係 

34-
0
2
4
6

問TEL問TEL



問合せ
申込み
電　話
ファックス
メールアドレス
ホームページアドレス
フリーダイヤル

問

e
FAX

URL

TEL
申

浪江
浄化センターへ遠足

丈六公園で
　　春の遠足

大堀火祭り

親子リズ
ム教室請戸海岸に集まった

　あ・の・ねの
クリスマススペシャル

コーヒータイムで
行われた
クリスマスコンサート

あるけあるけ
初日詣

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　応募作品

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　応募作品
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＋

水道修理 当番店
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＋

休日歯科 診療当番医
�������������������������������

����������� � � � � ��������������

����������� � � � � ��������������

����������� � � � � ��������������

��������������������������������

����������� � � � � ��������������

＋ 休日診療のお医者さん
������������������	
��	�������������

������������������	�������������

������������������������������

��������������������������������

����������� � � ��������������

������������������������������
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�� � � � � � ������� �
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�� � � � ������� �

�� � � �������� � �

�� � � � � �������� � �

��������	�
����

�����������������

＋

￥ 今月の納めもの

あなたの出会い応援します
10月3日（土）18時～20時30分
10月4日（日）9時～16時

★女性の方もお気軽にお越しください。
問 TELふれあいセンターなみえ内浪江町中央公民館　　34―2444

今月の結婚
相談所開設日



浪江
浄化センターへ遠足

丈六公園で
　　春の遠足

大堀火祭り

親子リズ
ム教室請戸海岸に集まった

　あ・の・ねの
クリスマススペシャル

コーヒータイムで
行われた
クリスマスコンサート

あるけあるけ
初日詣

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　応募作品

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　応募作品
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森林ボランティア

10月4日
幾世橋小の子どもたち

による稲刈り大堀駐在所
ふれあい
　　フェスティバル 神旗争奪戦

噛むカム教室

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　　応募作品
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森林ボランティア

10月4日
幾世橋小の子どもたち

による稲刈り大堀駐在所
ふれあい
　　フェスティバル 神旗争奪戦

噛むカム教室

第1回
こどもの笑顔
フォトコンテスト
　　　　　応募作品
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ともに築こう安心のまち
福島県最東端のまち　東経141度2分49秒 平成21年10月 №528 

毎月1回1日発行 http://www.town.namie.fukushima.jp
koho@town.namie.lg.jp

発行・編集　福島県浪江町役場総務課
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
TEL 0240-34-2111㈹　 FAX 0240-35-5352

資源保護のため広報なみえは再生紙を使用しております

今
月
の
表
紙

室
原
地
区
の
休
耕
田
約
３
、０
０
０
㎡
に
咲
い
た
町
の
花
、
コ
ス
モ

ス
。

室
原
自
然
倶
楽
部
の
皆
さ
ん
が
種
を
ま
き
、
一
面
コ
ス
モ
ス
の
花

で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

コ
ス
モ
ス
の
花
言
葉
は
「
乙
女
の
純
真
」「
乙
女
の
真
心
」。

少
し
足
を
運
ん
で
、
疲
れ
た
心
を
癒
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

青
く
澄
み
渡
っ
た
高
い
空
、
さ
わ
や
か
な
風
、
季
節
は
す
っ
か
り

秋
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
、
読
書
の
秋
、
芸
術
の
秋
、
食
欲
の
秋

…
…
。
皆
さ
ん
は
何
を
し
て
過
ご
し
ま
す
か
。
　
　
　
　
（
琴
）

▼▼

▲苅野元気アップ教室の皆さん

地区のつどいの 
ご紹介

◆開 催 日　第2・4木曜日 
　　　　　　9時30分～11時30分

◆場　　所 
　浪江町中央公民館苅野分館
◆活動内容 
　●指の体操　●ストレッチ 
　●ボールを使った運動 

　●ダンベル体操 

　●歌をうたう　など

第４回

子育て・健康増進課健康係　　34－4581問 TEL

いつも皆さん喜んで参加し

ています。男性の方がいつも

休まず参加してくれるのがとてもうれ

しいです。とにかくとても元気なので、

できるだけ体を動かす活動をしています。

いつも来るのが楽しみです。

「苅野元気アップ教室野元 」

参加希望の方はお問い合わせください。

�������������������

サケを楽しもうサケを楽しもうサケを楽しもう

　期間　9月下旬～11月中旬
　場所　請戸川河口より1km上流
　最盛期　10月10日～ 
　　　　　　11月10日ごろ 

　網あげ時間　午前11時 
　★最盛期は２回 
　　午前11時・午後１時30分 

　販売　9月末から11月30日まで
　1kg当たり　オス／500円 

　　　　　　　メス／1,000円

　　　　サケの 
　　　　つかみどり大会
10月11日・12日・17日・18日・24日・25日
11月１日・３日・７日・８日
 受付　午前９時～（当日予約も可）
 料金　１人1,000円（１本）
　※平日でも10人以上の予約が　
　　あれば実施

サケまつり　11月３日（祝）
　９時30分～　鮭のつかみどり
 10時～　カラオケ大会（20名） 
　＊参加者には鮭のオス１本進呈
 11時～　鮭汁の無料サービス
　　　　　（先着200名）

　

　　　　　　観光食堂
　　　　　11月中旬まで営業

営業時間
10時～17時

メニュー
サケ定食・イクラ丼定食・
サケフルコース定食（要予約）
のほかサケの一品料理多数 

　観光食堂　　34－3233

遊ぶ遊ぶ
味わう味わう

泉田川漁業協同組合
34－5409TEL

問
TEL問

請戸川（泉田川）のヤナ場は、市街地の南部と北部を流れる
高瀬川と請戸川の合流点に程近いところに位置し、幅120m
と東北一の規模を誇っています。そこでは、9月下旬から11
月下旬まで鮭狩りが行われます。川幅いっぱいの網を流し、
徐々にたぐり寄せながらの地曳網漁は豪快そのもの。最盛期
には1日1,000尾～3,000尾もの水揚げがあり、年間では
70,000尾～100,000尾の漁獲高をあげています。また、近く
には泉田川観光食堂があり、活きのいい生鮭をその場ですぐ
に料理。豪快でボリュームのある数々の鮭料理が味わえます。
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